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INFORMATION
平成16年度 第１号被保険者 (65歳以上の方 ) の

介護保険料および納期のお知らせ

年額保険料 基準額に対する割合 区　　　　分

第１段階 １９，５００円 基準額× 0.4 生活保護受給者、老齢福祉年
金受給者で住民税非課税世帯

第２段階 ３４，１００円 基準額× 0.7 世帯全員が住民税非課税

第３段階 ４８，８００円 基準額 本人が住民税非課税

第４段階 ６０，９００円 基準額× 1.25 本人が住民税課税
（合計所得  金額 200 万円未満）

第５段階 ７０，７００円 基準額× 1.45 本人が住民税課税（合計所得金
額 200万円以上 250 万円未満）

第６段階 ８５，３００円 基準額× 1.75 本人が住民税課税
（合計所得金額 250万円以上）

平成16年度の第１号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料および納期は次のとおりとなります。

保険料 　介護サービス費用に基づき算定される、65歳以上の方の月額基準保険料は 4,061円とな
ります。

特別徴収
（年金額が年額 18万円以上の方は、年金から天引き） 普通徴収（左記以外の方）

４月・６月・８月・１０月・１２月・２月
　　　  仮 徴 収

７月・８月・９月・１０月・１２月・２月

保険料の納期 　保険料の納付方法には、年金から天引きする特別徴収と窓口で納付する普通徴
収がありますが、その納期は次のとおりとなります。

注：１　平成１５年度以前から特別徴収をされている方は、平成１６年２月に徴収された金額と同額が４月・６月に「仮
　　　　徴収」として差し引かれます。８月分は徴収額を均等にならすための調整があるので、４・６月分と額が異なる
　　　　場合があります。１０月・１２月・２月分は１６年度の介護保険料（年額）から４月・６月・８月で納めた額（仮
　　　　徴収分）を差し引いた金額を３回に振り分けた額を納付します。
　　２　平成１５年度中 (ただし、平成１６年２月まで )に６５歳になられた方や転入された方は、普通徴収該当者とな
　　　　り７月からの徴収となりますが、１０月から特別徴収該当者に変更となる可能性があります。
      ３　平成１６年３月以降、６５歳になられた方や転入された方等は、今年度中は全て普通徴収該当者となります。

　市では、普通徴収該当者の方に、介護保険料の支払い
に便利な口座振替の手続きをお勧めしています。
　他の税目などで、すでに口座振替を行っている方でも、
介護保険料口座振替の追加登録が必要となります。
問合せ先　税務課（内線２３３、２３４）

　特別徴収対象者には介護保険料決定通知書、
普通徴収対象者には介護保険料納入通知書（口
座振替届を出されている人には介護保険料決定
通知書）を７月中旬に送付します。

介護保険料の通知方法等 口座振替のお勧め

INFORMATION
国保財政に赤信号！

国民健康保険税が引き上げられました
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１人当たり改定率 13.4％　･･･医療費の増大に対処

厳
し
い
財
政

事
情

　

国
保
会
計
は
、
加
入
者
の
皆
さ

ん
か
ら
収
入
に
応
じ
て
納
め
て
い

た
だ
く
保
険
税
と
国
庫
補
助
金
等

で
医
療
給
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
の
急
速
な
高
齢
化
の
進
展

や
医
療
技
術
の
高
度
化
等
に
よ

り
、
医
療
費
は
増
加
す
る
一
方
、

経
済
活
動
の
低
迷
や
就
業
構
造
の

変
動
に
よ
り
保
険
税
が
減
少
し
、

厳
し
い
財
政
運
営
に
な
っ
て
い
ま

す
。増

え
続
け
る

医
療
費

　

滑
川
市
の
国
保
被
保
険
者
一
人

当
た
り
医
療
費
は
、
平
成
12
年
度

に
介
護
保
険
制
度
が
創
設
さ
れ
た

時
に
一
時
的
に
下
が
っ
て
い
ま
す

が
、そ
の
後
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、

今
後
と
も
高
齢
化
が
進
む
中
で
増

加
し
て
い
く
見
込
み
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

地
域
住
民
の
医
療
の
確
保
と

健
康
の
保
持
増
進
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
ま
す
。

〝 

幸
福
な
家
庭
と
健
康

な
笑
顔 

〞
は
す
べ
て
の

人
の
共
通
の
願
い
で
す

滑川市国保の被保険者数･１人当たり医療費･１人当たり保険税 国
保
加
入
者
の

状
況

　

平
成
14
年
度
の
保
険
制
度
改
革

に
よ
り
、
従
来
満
70
歳
で
老
人
保

健
医
療
制
度
に
移
行
し
て
い
た
も

の
が
、
満
75
歳
ま
で
国
保
制
度
の

ま
ま
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
に

な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
近
年
の
経

済
情
勢
に
よ
る
リ
ス
ト
ラ
に
よ
る

加
入
、
フ
リ
ー
タ
ー
の
加
入
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。

＜医療分＞
　所得割･･･世帯の収入に応じて計算
　　100 分の７  →  100 分の８. ３
　均等割･･･加入者数に応じて計算
　　１　人  ２１, ６００円  →  ２７, ５００円
　平等割･･･１世帯にいくらと計算
　　１世帯  ２２, ８００円  →  ２８, ０００円

印
鑑
登
録
申
請

の
確
認
方
法
が

一
部
変
わ
り
ま

し
た

　

虚
偽
申
請
防
止
の
た
め
、
申
請

者
本
人
ま
た
は
代
理
人
本
人
の
確

認
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
仮
登
録
を
さ
れ
た
場

合
、
滑
川
市
か
ら
郵
送
さ
れ
て
き

た
回
答
書
と
、
次
の
ど
れ
か
を
合

わ
せ
て
持
参
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

い
し
ま
す
。

★
本
人
が
回
答
書
を
持
参
さ
れ
る

場
合
…
左
記
の
い
ず
れ
か
ひ
と
つ

　

各
種
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証･

各
種
年
金
手
帳
・
学
生
証
・
会
社

等
の
身
分
証
明
書
・
各
資
格
者
証

等
・
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と

認
め
ら
れ
る
本
人
確
認
の
で
き
る

書
類

★
代
理
人
が
回
答
書
を
持
参
さ
れ

る
場
合
…
左
記
⑴･

⑵
の
両
方

⑴
申
請
者
本
人
の
場
合
の
書
類
の

い
ず
れ
か
を
預
か
っ
て
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

⑵
代
理
人
本
人
の
運
転
免
許
証
・

旅
券
・
住
基
カ
ー
ド
そ
の
他
官
公

署
が
発
行
し
た
も
の
。
ま
た
は
、

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
本
人
確
認
の
で
き
る
書
類

▼
問
合
せ
先

　
　
　

市
民
課
（
内
線
３
１
２
）

＜参考＞
　平成 14 年度　富山県平均の 1人当たり医療費　４３５, １６５円
　　　　　　　  富山県平均の１人当たり保険税　　８４, ４０２円

＜介護分＞
　所得割･･･ 100 分の０. ８  →  100 分の１. ２
　均等割･･･１人 ３, ５００円  →  ５, ５００円
　平等割･･･ 1 世帯 ４, ５００円  →  ５, ５００円
＊介護分は２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満）
　にかかります。

税率等の改正内容

国
保
を
支
え
る

保
険
税

　

保
険
税
は
国
保
制
度
の
根
幹
と

な
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
納
め
忘
れ
や
滞
納

が
続
く
と
他
の
被
保
険
者
の
負
担

を
大
き
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
全

体
の
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

国
保
は
、
皆
さ
ん
で
支
え
合
っ

て
健
康
を
守
る
制
度
で
あ
る
こ
と

を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
国
保
税
の

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
願
い

ま
す
。

問合せ先　保険介護課（内線３８３）


